
試験開始の合図があるまでに、次の注意事項をお読みください。

１） 解答はじめの合図があるまで、問題冊子を開かないでください。

２） 机のうえには、受験票、HBの黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、

鉛筆削り（電動式は除く）、時計（時計機能だけのもの）、眼鏡以外のも

のは置かないでください。

３） 辞書については、持ち込を許可されている専攻・コースのみ使用可能です。

（電子辞書は除く）

４） 試験開始後、下記記入欄にコース名・受験番号・氏名を記入してください。

５） 試験開始後に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁等に気が

付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。

６） 試験終了後、この冊子をそのままご提出ください

令和7年2月15日実施

日本語【言語・文学コース】

外 国 語 科 目 試 験 問 題

日 本 文 学 専 攻

【一般】

近畿大学大学院　総合文化研究科　入学試験

令和7年度
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令
和
七
年
度 

近
畿
大
学
大
学
院 

総
合
文
化
研
究
科 

入
学
試
験 

 
 

日
本
文
学
専
攻 

外
国
語
科
目
試
験
問
題
厜
日
本
語
厝 

 
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
厜
問
題
咆
厝Ộ
厜
問
題
咈
厝に
日
本
語
で
答
え
な
さ
い
。 

 

三
章
で
見
た
よ
う
に
、「
国
語
」
の
創
生
は
国
民
国
家
の
形
成
に
不
可
欠
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
教
育
あ
る
東
京
人
の
言

葉
づ
か
い
と
い
え
ど
も
、
多
様
な
話
し
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
現
実
の
言
語
使
用
を
そ
の
ま
ま
「
国
語
」
と
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
ỵ
た
。
東
京
語
の
成
立
を
論
じ
た
田
中
章
夫
(1983: 156

)
は
、
明
治
初
期
の
東
京
で
は
、
江
戸
期
の
身
分
・
職
業
に
対

応
し
た
多
様
な
言
葉
づ
か
い
に
加
え
て
、「
旧
来
の
江
戸
の
住
人
の
ほ
か
、
新
し
く
住
み
つ
い
た
人
々
も
加
わ
ỵ
て
、
か
な
り
雑
多
な

こ
と
ば
が
行
わ
れ
て
い
た…

…
」
と
推
測
し
て
い
る
。
岡
野
久
胤
(1964[1902]: 510

)
は
、
明
治
三
五
年
(1902

)
の
東
京
で
は

「
通
用
語
、
男
児
、
女
児
、
芸
妓
社
会
、
書
生
社
会
、
職
人
社
会
」
に
よ
ỵ
て
言
葉
づ
か
い
が
異
な
ỵ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

話
し
こ
と
ば
の
多
様
性
と
い
う
現
実
は
、「
国
語
」
の
創
生
を
求
め
る
人
た
ち
に
、
標
準
語
を
「
制
定
す
る
」
必
要
を
痛
感
さ
せ
た
。

明
治
二
八
年
(1885

)
年
の
「
標
準
語
に
就
き
て
」
で
は
、「
教
育
あ
る
東
京
人
の
話
す
言
葉
」
も
「
一
国
の
標
準
語
と
な
る
に
は
、

い
ま
少
し
彫
琢
を
要
す
べ
け
れ
ば
な
り
」
と
述
べ
て
い
た
上
田
万
年
(1964[1895]: 507

)
が
、
明
治
三
三
年
(1900

)
の
「
内
地

雑
居
後
に
於
け
る
語
学
問
題
」
で
は
、
標
準
語
の
制
定
を
優
先
さ
せ
る
意
見
に
転
換
し
て
い
る
。
上
田
が
制
定
を
優
先
さ
せ
た
理
由

は
、
東
京
で
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
が
あ
ま
り
に
も
多
様
で
あ
り
、
人
々
の
努
力
に
よ
る
標
準
語
の
自
然
な
成
立
を
望
む
こ
と
が
不

可
能
だ
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
(1996: 142

)
は
、
上
田
の
転
換
は
、
そ
も
そ
も
「
標
準
語
」
と
い
う
も
の
が
、

「〈
上
か
ら
〉
の
標
準
語
制
定
に
よ
ỵ
て
」
し
か
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
国
語
」
と

は
、
実
際
に
話
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
国
語
学
者
の
提
言
す
る
言
語
政
策
や
言
語
教
育
を
通
じ
て
の
み
再
生
産
さ
れ
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ổ
で
あ
ỵ
た
。
そ
し
て
、
上
田
や
そ
の
支
持
者
た
ち
は
、
国
語
調
査
委
員
会
の
活
動
を
通
し
て
言
語
教
育
や
言
語
政
策
の
指
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導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
ỵ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
過
程
で
、
①
口
語
文
典
と
国
語
読
本
は
、「
国
語
ữ
標
準
語
」
制
定
に
お
け
る
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
明
治
期
の
言
語

教
育
は
、「
国
語
科
」
の
設
立
と
口
語
文
の
採
用
に
特
徴
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
学
制
以
降
、
国
語
国
字
問
題
や
言
文
一
致
が
激
し

く
議
論
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
展
開
し
て
い
た
知
識
人
が
言
語
政
策
に
参
加
す
る
形
で
言
語
教
育
も
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
た
。

明
治
一
八
年
(1885

)、
森
有
礼
が
初
代
文
部
大
臣
に
着
任
し
て
、
翌
年
に
は
教
科
書
検
定
を
発
足
し
、
学
校
文
法
的
な
文
典
の
出
現

を
促
し
た
。
言
文
一
致
の
台
頭
に
よ
り
、
明
治
三
三
年
(1900

)
の
小
学
校
令
改
正
で
「
読
本
ノ
文
章
ハ
平
易
ニ
シ
テ
国
語
ノ
模
範

ト
為
リ
且
児
童
ノ
心
情
ヲ
快
活
純
正
ナ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
要
シ
」
と
定
め
ら
れ
、
学
校
教
育
に
「
国
語
科
」
が
設
け
ら
れ
た
(
増

淵1981: 50

)。
明
治
三
四
年
(1901

)
に
は
「
言
文
一
致
の
実
行
に
つ
い
て
の
嘆
願
」
が
帝
国
議
会
に
お
い
て
可
決
。
翌
三
五
年
に

は
、
上
田
を
中
心
と
し
た
国
語
調
査
委
員
会
が
発
足
し
、「
文
章
ハ
言
文
一
致
体
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
ト
シ
是
ニ
関
ス
ル
調
査
ヲ
為
ス
コ

ト
」
を
含
む
決
議
事
項
を
発
表
し
、
以
降
多
数
の
口
語
文
典
が
出
現
す
る
(
文
部
省
教
科
書
局
国
語
科

1949: 59

)。
明
治
三
七
年

(1904

)
の
第
一
期
国
定
教
科
書
で
あ
る
『
尋
常
小
学
読
本
』
の
『
編
纂
趣
意
書
』
に
お
い
て
「
文
章
ハ
口
語
ヲ
多
ク
シ
用
語
ハ
主

ト
シ
テ
東
京
ノ
中
流
社
会
ニ
行
ハ
ル
ル
モ
ノ
ヲ
取
リ
カ
ク
テ
国
語
ノ
標
準
ヲ
知
ラ
シ
メ
其
統
一
ヲ
図
ル
ヲ
務
」
と
定
め
ら
れ
、
口
語

が
国
語
教
科
書
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
(
文
部
省1972[1904]: 477

)。 

 

標
準
語
が
「
制
定
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
読
本
や
文
典
に
お
い
て
整
理
、
提
示
さ
れ
て
い
る
標
準
語
は
、
実
際
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
読
本
や
文
典
の
選
択
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
な
る
。
つ
ま
り
、
多
様
な
書
き
言
葉
、
話
し

こ
と
ば
の
中
か
ら
、
特
定
の
言
語
要
素
を
選
択
し
、
そ
れ
を
「
標
準
語
」
と
し
て
提
示
し
た
の
が
読
本
や
文
典
な
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
、
国
語
学
者
が
意
識
し
て
い
る
、
い
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
特
定
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ổ
が
入
り
込
む
。 

 

こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
「
あ
た
い
」
の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。「
あ
た
い
」
は
、
金
井
保
三
の
『
日
本
俗
語
文
典
』

(1901: 63

)
と
吉
岡
郷
甫
の
『
文
語
口
語
対
照
語
法
』(2001[1912]: 48
)
で
は
、「
女
の
用
い
る
言
葉
」
だ
か
ら
と
い
う
理
由

で
、
標
準
口
語
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
あ
た
い
」
は
男
児
が
用
い
て
い
た
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
資
料
か
ら
明
ら
か
で
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あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
江
小
波
の
『
当
世
少
年
気
質
』(
明
治
二
五
年

1892

)
に
登
場
す
る
一
二
、
三
歳
の
う
ど
ん
屋
の
小
僧
は
、

「
私 あ

た
い

が
売
る
ん
だ
」
と
「
あ
た
い
」
を
使
ỵ
て
い
る
(
大
江1892: 13

)。
ま
た
、
岡
野
久
胤
(1964[1902]: 510

)
は
、「
あ
た
い

に
も
、
そ
れ
を
、
お
く
ん
な
」
は
男
児
の
言
葉
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
女
児
の
言
葉
は
「
私
に
も
、
そ
れ
を
、
頂
戴
な
」
と
な
ỵ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
一
部
で
は
男
児
の
言
葉
で
あ
ỵ
た
「
あ
た
い
」
が
、
文
典
で
は
女
児
の
言
葉
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
、
標
準

口
語
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
あ
た
い
」
が
標
準
文
法
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
標
準
文
法
自
体
が
「
あ
た
い
」
を

女
の
言
葉
と
定
義
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
性
差
別
的
選
択
が
「
国
語
文
法
」
と
い
う
形
態
に
具
体
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
読
本
や
文
典

を
、
特
定
の
政
治
過
程
に
お
い
て
特
定
の
集
団
に
よ
ỵ
て
行
わ
れ
た
「
メ
タ
言
語
的
実
践
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

序
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
国
語
学
者
が
文
典
や
読
本
を
書
く
行
為
を
「
実
践
」
と
み
な
す
と
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
政
治
状
況
に

お
い
て
、
な
ぜ
特
定
の
言
語
要
素
を
選
択
し
た
り
、
排
除
し
た
り
し
た
の
か
が
意
識
さ
れ
る
。
文
典
や
読
本
も
、
社
会
の
中
の
特
定

の
集
団
の
利
益
と
な
る
よ
う
な
考
え
方
を
広
範
囲
に
普
及
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。 

 

読
本
や
文
典
は
、
女
子
国
民
と
男
子
国
民
に
異
な
る
役
割
を
期
待
す
る
「
ジ
ỽ
ン
ダ
ổ
化
さ
れ
た
国
民
化
」
が
求
め
ら
れ
て
い
た

状
況
で
、
国
語
学
者
が
「
男
の
国
語
」
の
規
範
を
定
め
た
実
践
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
国
語
学
者
の
性
差
別
的
な
選
択
が
、「
男

の
国
語
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ổ
に
よ
ỵ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
文
典
や
読
本
が
ジ
ỽ
ン
ダ
ổ
化
さ
れ
た
国
語
文

法
を
作
り
つ
づ
け
る
実
践
が
、「
男
の
国
語
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ổ
を
再
生
産
し
正
当
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
②
男
性
国
語
学
者
に
よ
る

学
問
的
実
践
と
「
男
の
国
語
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ổ
が
互
い
を
補
強
し
つ
づ
け
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

「
国
語
」の
創
生
が
国
家
目
標
と
な
ỵ
た
こ
と
で
、国
語
学
者
が
規
範
化
し
た
話
し
方
の
モ
デ
ル
や
文
法
に
は
権
威
が
与
え
ら
れ
た
。

国
語
学
者
に
、
ど
の
言
語
要
素
が
「
国
語
」
で
、
ど
れ
が
「
国
語
」
で
は
な
い
か
を
決
定
す
る
特
権
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
学

校
制
度
の
中
で
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
の
言
説
は
「
正
し
い
知
識
」
と
な
ỵ
て
再
生
産
さ
れ
て
い
ỵ
た
。 

(
中
村
桃
子
『「
女
こ
と
ば
」
は
つ
く
ら
れ
る
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
見
出
し
を
省
略
し
た
) 
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 厜
問
題
咆
厝傍
線
部
①
に
つ
い
て
、「
口
語
文
典
と
国
語
読
本
」
が
果
た
し
た
役
割
を
本
文
の
内
容
に
沿
ỵ
て
説
明
し
な
さ
い
。(
８
０

字
程
度
) 

 厜
問
題
咇
厝傍
線
部
②
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
本
文
の
内
容
に
沿
ỵ
て
説
明
し
な
さ
い
。(
８
０
字
程
度
) 

 厜
問
題
咈
厝「
国
語
」
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
も
の
か
。
本
文
の
内
容
に
沿
ỵ
て
説
明
し
な
さ
い
。(
１
５
０
字
程
度
) 

 

出
題
意
図 

厜
問
題
咆
厝 

本
文
の
論
旨
の
理
解
と
、
要
点
を
ま
と
め
る
日
本
語
能
力
を
問
う
。
具
体
的
に
は
、「『
口
語
文
典
と
国
語
読
本
』
が
果
た
し
た
役
割
」

に
つ
い
て
、
本
文
で
例
示
と
と
も
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
理
解
し
た
上
で
、
要
点
を
押
さ
え
た
短
い
日
本
語
の
文
章
に
ま
と
め

ら
れ
る
か
を
問
う
。 

厜
問
題
咇
厝 

本
文
の
論
旨
の
理
解
と
、
要
点
を
ま
と
め
る
日
本
語
能
力
を
問
う
。
具
体
的
に
は
、「
学
問
的
実
践
」
と
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ổ
」
の
内
容

を
本
文
の
記
述
に
沿
ỵ
て
理
解
し
た
上
で
、
両
者
が
「
互
い
を
補
強
し
つ
づ
け
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
短
い
日
本
語
の
文
章

に
ま
と
め
ら
れ
る
か
を
問
う
。 

厜
問
題
咈
厝 

本
文
の
論
旨
の
理
解
と
、
要
点
を
ま
と
め
る
日
本
語
能
力
を
問
う
。
具
体
的
に
は
、
本
文
の
全
体
を
通
じ
て
論
じ
ら
れ
る
「
国
語
」

と
ジ
ỽ
ン
ダ
ổ
の
関
係
に
つ
い
て
論
旨
を
理
解
し
、
そ
の
上
で
「
国
語
」
の
性
質
を
ジ
ỽ
ン
ダ
ổ
の
観
点
か
ら
短
い
日
本
語
の
文
章
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に
ま
と
め
ら
れ
る
か
を
問
う
。




